
資料１ 夜間の景観形成の取組について 

【背景・必要性】 

 ・ 国際的な都市間競争の激化         

 ・ 訪都外国人数の増加      の       

 ・ ライフスタイルの多様化による夜間の外出機会の増加 

  

 ・ 照明技術の著しい進歩 

 ・ 大規模な投影広告物の登場            など 

○（仮称）公共施設等のライトアップ基本方針   【政策企画局】  

  H29年12月素案の公表、H30年3月策定予定 

○ライトアップマップの作成 （H29年11月）  

 【産業労働局】 

【各局の取組】 

○都市づくりのグランドデザイン （H29年9月）      【都市整備局】 

  都市の魅力としての光に着目し、夜間景観を演出する 

   ダイナミックな都市活動がライトアップで光輝いている 

・都市活動の象徴でもある高層ビル群や高速道路、橋等の構造物を、関係機関が
連携し地域ごとに統一的なライトアップを進めます。 

・対象構造物のライトアップに際しては、周囲のビル事業者に一定時刻以降の消灯
の協力を求めるなど、地域全体でその効果に配慮します。 

 水辺や緑、歴史を感じる眺めを夜も楽しむことができる 

・潤いのある水辺や緑、歴史的建造物等は、東京ならではの景観を演出する重要
な要素であり、関係機関が連携しライトアップを促進します。 

・ライトアップ等の活用により、新たな観光資源を創出し、東京の魅力を高めます。 

 



【現行の夜間景観に関する基準】 

 夜間の景観形成基準 軸・地区 
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臨海 ・夜のにぎわいを演出するライトアップを行うなど、周辺状況に応じた夜間の景
観に配慮する。 

隅田川 
神田川 

・夜間の景観を落ち着きあるものにするため、過度な照明を川に向けないよう
にする。  

玉川上水 
国分寺崖線 
丘陵地 

・夜間の景観を落ち着きあるものにするため、宅地部や田園部の閑静な街並
みでは、過度な照明を使用しない。  
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・夜間の景観を検討し、過度な照明を庭園側に向けない。 

・地盤面から20ｍ以上の部分では、壁面広告物に光源を使用しない。 

水辺 ・夜間においては、水面に映りこむ光の演出やランドマークとなる施設のライト
アップなどの実施により、水辺の夜間景観の形成を図る。 

・広告物の光源に、赤色または黄色を使用しない。 

・広告物の光源は、点滅させない。 

（デザインが優れ、水辺景観の形成に寄与するものはこの基準によらない） 

一般  ・周囲の環境に応じた夜間の景観を検討し、周辺の景観に応じた照明を行う。 
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大規模建築物等
景観形成指針 
（共通） 

（広告物） 
・高さ10ｍ以上の部分の壁面広告物の光源は白色系とする。（点滅不可） 

・壁面を使って投射する広告物は使用しない。 

皇居周辺 
（大手町・丸の内・有楽町・日比谷地区、霞ヶ関地区） 
・首都の顔づくりにふさわしい、風格と落ちつきのある魅力的な夜間景観の創
出に配慮する。 

夜間における都市景観の現状・課題 

【照明専門家意見】 

・世界の先進都市のように、夜景に関する方針が必要。 

・各都市には一目でわかる夜景のランドマークやスポットがあるが、
東京には少ない。 

・東京の夜景は、様々な顔があり魅力は多くあるが、ここだという場所
がない。 

・照明の明るさ、強さ、光源の種類、照明器具の形、光の質等で
光のヒエラルキーをつくることが重要。 

・現在は必要以上に光があふれていて光の過食状態にある。 

・光の質を上げ、快適に過ごせるようにすべき。 

・夜景をパブリックスペースの光などで点から線につなげ、夜景に
にぎわいが感じられるようにすると良い。 

・ライトアップを競うのではなく、全体の光を抑えめにし、良質な光で
照らせば効果を際立たせることができる。 

【現状・課題】 

・夜間の景観形成方針がない。 

・夜景のランドマークやスポットが少ない。 

・事業者の自主的なライトアップが実施されているが、個々の照明がそれぞれ個別的に整備されている。 

・まぶし過ぎる不快な光が存在する。 

＜今後の取組＞ 

・景観計画に夜間の景観形成方針を追加 

・大規模建築物等の事前協議制度を拡充 

・景観照明に関する技術や情報の提供 



（仮称）公共施設等のライトアップ基本方針（素案）より 【参考】  


